
　北海道情報公開条例（平成10年北海道条例第28号）第８条の規定により、令和５年４月１日　
 から令和６年３月31日までの情報公開制度の実施状況を次のとおり公表する。

 　
 　　令和６年９月11日

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道知事　鈴木　直道

 
１　利用状況 
    情報公開制度の利用者数は4,388人で、実施機関別には表１のとおりである。 
 
　　 表１　実 施 機 関 別 利 用 状 況     　   　　　 　　　 　　　  　  　　   　（単位：人) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２　公文書の開示請求の状況 
　(1) 公文書の開示請求者数及び対象公文書数 
　　  開示請求者は2,060人、対象公文書数は12,706件であり、開示決定等の内容別は表２の　

 　　とおりである。
 

 　　 表２　公文書の開示請求者数及び対象公文書数　　        　       （単位：人、件）
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

来訪 郵送 電子申請 電話
公文書の
開示請求

情報提供
その他

（相談・
案内等）

知事 2,950 1,067 237 1,154 492 1,644 507 799

教育委員会 151 48 13 82 8 151 0 0

公安委員会 8 0 2 5 1 8 0 0

選挙管理委員会 91 27 3 5 56 91 0 0

監査委員 5 0 0 1 4 5 0 0

人事委員会 22 2 5 14 1 22 0 0

労働委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

収用委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

連合海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

海区漁業調整委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

内水面漁場管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0

公営企業管理者 9 0 0 8 1 9 0 0

病院事業管理者 16 0 0 15 1 16 0 0

警察本部長 1,134 714 58 47 315 112 584 438

北海道公立大学法人札幌医科大学 0 0 0 0 0 0 0 0

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 2 0 2 0 0 2 0 0

合計 4,388 1,858 320 1,331 879 2,060 1,091 1,237

実施機関 利用者数

内　　　　　　　　訳

利用形態 利用目的

2,060 847 1,213 12,706 5,174 5,835 31 14 1,070 582 0

事案の
移送

請求者の内訳 請求に対する開示決定等の内容

取下げ
個人

法人その
他の団体

開示 一部開示 不開示
存否応答

拒否
不存在

請求人数
対象公
文書数



　(2) 実施機関別公文書の開示の状況 
　　　公文書の開示請求に係る対象公文書数及び開示決定等の内容を実施機関別（知事は所管 

 　　部（局）別）にみると、表３のとおりである。
 
　　 表３　実施機関別公文書の開示決定等の状況　　　　   　　  　　　   　　　　　（単位：件） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　（注）１　存否応答拒否とは、公文書の存否を明らかにしない決定を示す。 
　　　　　２　知事の所管部（局）別内訳には、総合振興局等出先機関に係るものを含む。 
 
　(3) 請求に係る公文書の内容 

 　　  開示請求のあった主な公文書は、表４のとおりである。
 

 　　 表４　請求内容別公文書上位５位                　　　        　 　 （単位：件）
 　　 　

 
 
 
 
 
 
 
 

請求内容 件数
全体に

占める割合

1 法人等の計算書類 3,806 29.95%

2 建設業者の決算書類等 2,951 23.23%

3 工事実施設計書等 1,672 13.16%

4 政治資金収支報告書に係る領収書等の写し 1,139 8.96%

5 宅建免許業者の免許申請書等 756 5.95%

10,324 81.25%合        計

開示 一部開示 不開示
存否応答

拒否
不存在

5,045 4,705 28 10 279 498 0 10,565 83.15% △ 2,706

総 務 部 70 694 10 3 7 50 0 834 6.56% △ 1,008

総 合 政 策 部 6 52 2 0 10 20 0 90 0.71% 74

環 境 生 活 部 15 63 0 2 14 84 0 178 1.40% 112

保 健 福 祉 部 383 3,179 14 4 196 153 0 3,929 30.92% △ 808

経 済 部 34 107 0 0 3 10 0 154 1.21% 38

農 政 部 313 24 0 0 29 30 0 396 3.12% 295

水 産 林 務 部 374 22 1 1 7 21 0 426 3.35% 320

建 設 部 3,849 564 1 0 13 130 0 4,557 35.87% △ 1,730

出 納 局 1 0 0 0 0 0 0 1 0.01% 1

68 655 0 2 12 11 0 748 5.89% 418

0 1 0 1 1 6 0 9 0.07% △ 14

28 358 1 0 748 3 0 1,138 8.96% 863

0 0 0 0 1 25 0 26 0.20% 25

16 1 0 0 1 17 0 35 0.28% 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 1

11 3 0 0 1 9 0 24 0.19% 11

1 23 0 0 10 0 0 34 0.27% 9

5 82 2 1 17 13 0 120 0.94% △ 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% △ 9

0 7 0 0 0 0 0 7 0.05% △ 23

5,174 5,835 31 14 1,070 582 0 12,706 100.00% △ 1,481

対前年
度増減

開示決定等の内容
取下げ

監 査 委 員

実施機関
事案の
移送

対象公文
書数

全体に
占める
割合

知　　　　　事

教 育 委 員 会

公 安 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

病 院 事 業 管 理 者

人 事 委 員 会

労 働 委 員 会

収 用 委 員 会

連合海区漁業調整委員会

海 区 漁 業 調 整 委 員 会

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

公 営 企 業 管 理 者

警 察 本 部 長

北海道公立大学法人札幌医科大学

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

合　　計



　(4) 個人・法人等の開示請求者数等の内容 
 　　　開示請求者数及び対象公文書数を、個人、法人等別にみると、表５のとおりである。

 
　　 表５　個人・法人等別の開示請求者数及び対象公文書数         　　　   （単位：人、件） 

      
 
 

 　　 　
 
 
 
 
 
３　情報提供の状況 
　(1) 刊行物等による情報提供の状況 

 　　　刊行物等により情報提供を行った件数を情報分類別にみると、表６のとおりである。
 

 　　 表６　刊行物等による情報提供の状況　　 　　　　　　　　　　 　 （単位：件、％）
 　　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　
 　（注）１「行政一般」とは、国政、道政及び市町村行政に関する一般的事項並びに財政、

 　　　　　税務、選挙等に関するもの。
 　　　　２「総合政策」とは、総合計画、地域振興、国土利用及び経済全般等に関するもの。

 　      ３ 割合については、小数点第３位を四捨五入している。
 
　(2) 有償刊行物の頒布の状況 
　　　有償刊行物の頒布状況は、道の刊行物26種類118冊を有償刊行物として指定し、頒布部数

 　　は148部、頒布収入は40万379円となっている。
 
　(3) 出資法人等情報公開の申出 
      出資法人等に対する情報公開の申出はなかった。 
 
　(4) 指定管理者情報公開の申出 
　　　指定管理者に対する情報公開の申出はなかった。 
 
 
 
 
 

分類 情 報 の 内 容 件数 割合

1 総記 51 0.65

2 行政一般 97 1.24

3 総合政策 15 0.19

4 資源・エネルギー 21 0.27

5 防災・安全 29 0.37

6 自然環境・公害 46 0.59

7 健康・医療 35 0.45

8 福祉 30 0.39

9 労働 32 0.41

10 教育 7,092 90.90

11 文化 142 1.82

12 居住環境 27 0.35

13 交通運輸 24 0.31

14 商工観光 41 0.53

15 農業 55 0.71

16 林業 17 0.22

17 水産業 47 0.60

7,801 100.00合　　計

個人・法人等の別 人数 件数

道内に住所を有する個人 502 1,172

道外に住所を有する個人 345 1,423

道内に事務所等を有する法人・その他の団体 957 9,224

道外に事務所等を有する法人・その他の団体 256 887

合　　　　計 2,060 12,706



４　審査請求の状況 
　　行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定に基づく公文書の一部開示又は非開示等の　

 　決定及び公文書の不存在通知等に対する審査請求の状況は、表７及び表８のとおりである。
 

 　表７　審査請求の処理状況                   　              　　   （単位：人、件）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　
 　表８　審査請求に対する実施機関の裁決状況　（単位：件）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１　審議中には、審議を開始した後に中断した事案も含む。 

２　表７において、令和４年度以前の数値は、令和４年度末において審査会から答申を 
　受けていない令和４年度以前にされた審査請求をいう。 
　　表８において、令和４年度以前の数値は、令和４年度末において未裁決であった令　

和４年度以前された審査請求をいう。 
３　審査請求人数は、実人数である（令和５年度と令和４年度以前とで１名重複する。）。 

 

認　容
一部認容
一部棄却

棄　却 未裁決 取下げ

令和５年度 0 0 0 0 0 0

令和４年度以前 10 1 3 2 3 1

計 10 1 3 2 3 1

審査請求

年　　度

答　申

件　数

原処分
妥  当

一　部
妥　当

妥　当
でない

計

令和５年度 8 （※1）11 4 2 2 1 0 0 0 0 0 4

令和４年度以前 13 （※2）26 22 1 0 (1) 2 3 5 10 6 6

計 21 37 26 3 2 1(1) 2 3 5 10 6 10

審査会に
未 諮 問

却下 取下げ
未審議

審査会の答申

審議中
審査請求

年　　度

審査請求
人  数

審査請求
件　数

※１ 11件のうち、３件の事案については、審査請求に係る審理手続を併合して１件の事案として諮問を行っている。
※２ 26件のうち、６件の事案については、２件ごとに審査請求に係る審理手続を併合して諮問を行っている。

審査会に
諮　　問


